
平成３０年度４月１日時点　階層別の利用者の人数及び人数の構成割合について

支給認定
区分

自治体
階層

自治体階層の区分
児童数
（人）

人数の
構成割合

A 生活保護世帯 153 3.7% - -

B1 市民税非課税世帯（母子等） 377 9.1% - -

B2 市民税非課税世帯（その他） 291 7.1% - 約260

C1 市民税所得割課税額　48,600円未満（母子等） 128 3.1% 約261 ～ 約330

C2 市民税所得割課税額　48,600円未満（その他） 229 5.6% 約261 ～ 約330

D1 市民税所得割課税額　64,700円未満 174 4.2% 約331 ～ 約370

D2 市民税所得割課税額　80,800円未満 222 5.4% 約371 ～ 約420

D3 市民税所得割課税額　97,000円未満 223 5.4% 約421 ～ 約470

D4 市民税所得割課税額　133,000円未満 503 12.2% 約471 ～ 約550

D5 市民税所得割課税額　169,000円未満 477 11.6% 約551 ～ 約640

D6 市民税所得割課税額　235,000円未満 608 14.7% 約641 ～ 約796

D7 市民税所得割課税額　301,000円未満 337 8.2% 約797 ～ 約930

D8 市民税所得割課税額　397,000円未満 248 6.0% 約931 ～ 約1,130

D9 市民税所得割課税額　397,000円以上 149 3.6% 約1,131 ～

階層未決定 - 5 0.1%

4,124 100%

A 生活保護世帯 86 2.4% - -

B1 市民税非課税世帯（母子等） 144 4.0% - -

B2 市民税非課税世帯（その他） 280 7.8% - 約260

C1 市民税所得割課税額　48,600円未満（母子等） 63 1.7% 約261 ～ 約330

C2 市民税所得割課税額　48,600円未満（その他） 244 6.8% 約261 ～ 約330

D1 市民税所得割課税額　64,700円未満 176 4.9% 約331 ～ 約370

D2 市民税所得割課税額　80,800円未満 230 6.4% 約371 ～ 約420

D3 市民税所得割課税額　97,000円未満 245 6.8% 約421 ～ 約470

D4 市民税所得割課税額　133,000円未満 534 14.8% 約471 ～ 約550

D5 市民税所得割課税額　169,000円未満 488 13.5% 約551 ～ 約640

D6 市民税所得割課税額　235,000円未満 582 16.1% 約641 ～ 約796

D7 市民税所得割課税額　301,000円未満 307 8.5% 約797 ～ 約930

D8 市民税所得割課税額　397,000円未満 156 4.3% 約931 ～ 約1,130

D9 市民税所得割課税額　397,000円以上 68 1.9% 約1,131 ～

階層未決定 2 0.1%

3,605 100.0%

7,729 -

※推定世帯年収はあくまで目安です。

小計

合計

推定世帯年収※　（単位：万円）
下限～上限

2号

小計

３号

資料５



2 3 3 4 8 5 7 2 5 4

標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間

Ａ 生活保護 0 0 Ａ 生活保護 0 0 Ａ 生活保護 0 0 Ａ 生活保護 0 0 Ａ 生活保護 0 0 １ 生活保護 0 0 0 0 Ａ 生活保護 0 0 0 0 Ａ 生活保護 0 0 0 0

Ｂ１ 市民税非課税世帯
（母子等）

0 0 Ｂ* 市民税非課税世帯
（母子等）

0 0 Ｂ１ 市民税非課税世帯
（母子・父子等）

0 0 Ｂ＊ 市民税所得割非課
税世帯（母子等）

0 0 Ｂ０
市民税非課税世帯
（母子等）

0 0 ２－１市民税非課税世帯
（児扶手・障害等）

0 0 0 0 市民税非課税世帯
（母子等）

0 0 0 0 市民税非課税世帯
（母子等）

0 0 0 0

Ｂ２ 市民税非課税世帯
（その他）

3,900 3,900 Ｂ 市民税非課税世帯
（その他）

3,700 3,700 Ｂ２ 市民税非課税世帯
（その他）

3,000 3,000 Ｂ 同（その他） 5,000 4,900 Ｂ１
市民税非課税世帯
（その他）

4,800 4,700 ２－２同（その他） 5,000 5,000 5,000 5,000 市民税非課税世帯
（その他）

4,100 4,100 4,100 4,100 市民税非課税世帯
（その他）

4,500 4,400 4,500 4,400

３－１市民税均等割のみ 10,000 9,900 10,000 9,900
所得割非課税世帯
（均等割のみ母子
等）

4,750 4,650 4,750 4,650

所得割非課税世帯
（均等割のみその
他）

10,500 10,300 10,500 10,300

Ｃ１
市民税所得割課税
額48,600円未満（母
子等）

3,900 3,900
市民税所得割課税
額48,600円未満（母
子等）

5,100 5,100
市民税所得割課税
額48,600円未満（母
子等）

4,400 4,300
市民税所得割課税
額48,600円未満（母
子等）

4,500 4,400
市民税所得割課税
額48,600円未満（母
子等）

6,300 6,100
市民税所得割課税
額48,600円未満（母
子等）

6,000 6,000 6,000 6,000
市民税所得割課税
額48,600円未満（母
子等）

6,000 6,000 6,000 6,000

Ｃ２ 同　48,600円未満
（その他）

12,400 12,300 同　48,600円未満
（その他）

10,400 10,200 同　48,600円未満
（その他）

8,800 8,700 同　48,600円未満
（その他）

9,000 8,800
同　48,600円未満
（その他）

12,500 12,200 同　48,600円未満
（その他）

14,000 13,800 14,000 13,800 Ｃ 市民税所得割の額
48,600円未満

11,100 10,900 11,100 10,900
市民税所得割の額
48,600円未満（その
他）

14,000 13,700 14,000 13,700

Ｄ１ 同　64,700円未満 18,300 18,100 Ｄ１ 同　66,600円未満 18,200 17,900 Ｃ２ 同　64,800円未満 14,800 14,600 Ｃ２ 同　67,500円未満 13,500 13,200 ４－１同　50,900円未満 17,600 17,300 17,600 17,300 Ｄ１ 同　69,500円未満 15,800 15,500 15,800 15,500 Ｄ１ 同　64,700円未満 18,000 17,600 18,000 17,600

Ｄ２ 同  80,800円未満 19,600 19,400 Ｄ２ 同  72,800円未満 19,000 18,600 ４－２同　54,700円未満 21,600 21,300 21,600 21,300 Ｄ２ 同　81,600円未満 19,500 19,100 19,500 19,100 Ｄ２ 同　80,800円未満 22,000 21,600 21,000 20,600

Ｄ３ 同  97,000円未満 21,000 20,700 Ｄ２ 同  97,000円未満 21,600 21,200 Ｃ３ 同　97,000円未満 21,600 21,300 Ｃ３ 同　97,000円未満 22,000 21,600 Ｄ３ 同  97,000円未満 23,000 22,600 ４－３同　97,000円未満 27,000 26,600 27,000 26,600 Ｄ３ 同　97,000円未満 25,900 25,400 25,900 25,400 Ｄ３ 同　97,000円未満 27,000 26,500 25,000 24,500

Ｄ４ 同 133,000円未満 31,600 31,200 Ｃ４ 同　121,000円未満 30,800 30,400 Ｃ４ 同 125,500円未満 28,000 27,500 Ｄ４ 同 133,000円未満 29,800 29,200 ５－１同 108,400円未満 33,000 32,500 31,540 31,100 Ｄ４ 同 135,500円未満 34,100 33,500 30,700 30,100 Ｄ４ 同 120,000円未満 31,000 30,400 26,500 26,000

Ｄ５ 同 143,000円未満 32,000 31,400 27,500 27,000

Ｄ５ 同 169,000円未満 33,400 33,000 Ｄ３ 同 169,000円未満 29,800 29,300 Ｃ５ 同 169,000円未満 33,800 33,300 Ｃ５ 同 169,000円未満 30,000 29,400 Ｄ５ 同 169,000円未満 33,200 32,600 ５－２同 169,000円未満 38,060 37,500 31,540 31,100 Ｄ５ 同 169,000円未満 37,900 37,200 31,400 30,800 Ｄ６ 同 169,000円未満 33,000 32,400 28,000 27,500

Ｄ６ 同 235,000円未満 42,000 41,400 Ｃ６ 同 213,000円未満 35,400 34,900 Ｄ６ 同 213,000円未満 35,500 34,800 ６－１同 190,300円未満 38,060 37,500 31,540 31,100 Ｄ６ 同 231,900円未満 39,900 39,200 33,400 32,800 Ｄ７ 同 240,000円未満 33,000 32,400 28,000 27,500

Ｃ６ 同 251,000円未満 32,500 31,900 Ｄ７ 同 257,000円未満 35,500 34,800

Ｄ７ 同 301,000円未満 42,000 41,400 Ｄ４ 同 301,000円未満 31,600 30,300 Ｃ７ 同 301,000円未満 37,300 36,700 Ｃ７ 同 301,000円未満 34,000 33,400 Ｄ８ 同 301,000円未満 35,500 34,800 ６－２同 301,000円未満 38,060 37,500 31,540 31,100 Ｄ７ 同 301,000円未満 41,900 41,100 35,400 34,700 Ｄ８ 同 301,000円未満 33,000 32,400 28,000 27,500

Ｄ９ 同 349,000円未満 37,500 36,800 ７－１同 339,000円未満 38,060 37,500 31,540 31,100 Ｄ８ 同 368,000円未満 43,900 43,100 37,400 36,700 Ｄ９ 同 349,000円未満 33,000 32,400 28,000 27,500

Ｄ８ 同 397,000円未満 42,000 41,400 Ｄ５ 同 397,000円未満 32,800 30,300 Ｃ８ 同 397,000円未満 38,100 37,500 Ｃ８ 同 397,000円未満 37,000 36,300 Ｄ10 同 397,000円未満 37,500 36,800 ７－２同 397,000円未満 38,060 37,500 31,540 31,100 Ｄ９ 同 397,000円未満 43,900 43,100 37,400 36,700 Ｄ10 同 397,000円未満 33,000 32,400 28,000 27,500

Ｄ９ 同 397,000円以上 42,000 41,400 Ｄ６ 同 397,000円以上 32,800 30,300 Ｃ９ 同 397,000円以上 41,000 40,400 Ｃ９ 同 397,000円以上 41,000 40,300 Ｄ11 同 397,000円以上 40,000 39,300 ８ 同 397,000円以上 42,300 41,600 34,800 34,200 Ｄ10 同 397,000円以上 43,900 43,100 37,400 36,700 Ｄ11 同 397,000円以上 33,000 32,400 28,000 27,500

3 4 6 8 11 10 9

標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間

Ａ 生活保護 0 0 Ａ 生活保護 0 0 Ａ 生活保護 0 0 Ａ 生活保護 0 0 Ａ 生活保護 0 0 １ 生活保護 0 0 Ａ 生活保護 0 0 Ａ 生活保護 0 0

Ｂ１ 市民税非課税世帯
（母子等）

0 0 Ｂ* 市民税非課税世帯
（母子等）

0 0 Ｂ１ 市民税非課税世帯
（母子・父子等）

0 0 Ｂ＊ 市民税所得割非課
税世帯（母子等）

0 0 Ｂ０
市民税非課税世帯
（母子等）

0 0 ２－１市民税非課税世帯
（児扶手・障害等）

0 0 市民税非課税世帯
（母子等）

0 0

Ｂ２ 市民税非課税世帯
（その他）

5,300 5,300 Ｂ 市民税非課税世帯
（その他）

5,600 5,600 Ｂ２ 市民税非課税世帯
（その他）

4,500 4,500 Ｂ 同（その他） 5,500 5,400 Ｂ１
市民税非課税世帯
（その他）

7,000 6,800 ２－２同（その他） 6,000 6,000 Ｂ 市民税非課税世帯 6,900 6,700 市民税非課税世帯
（その他）

6,500 6,300

３－１市民税均等割のみ 13,000 12,900
所得割非課税世帯
（均等割のみ母子
等）

7,000 6,850

所得割非課税世帯
（均等割のみその
他）

15,000 14,700

Ｃ１
市民税所得割課税
額48,600円未満（母
子等）

5,300 5,300
市民税所得割課税
額48,600円未満（母
子等）

6,100 6,100
市民税所得割課税
額48,600円未満（母
子等）

5,200 5,100
市民税所得割課税
額48,600円未満（母
子等）

4,750 4,650
市民税所得割課税
額48,600円未満（母
子等）

7,300 7,100
市民税所得割課税
額48,600円未満（母
子等）

8,100 8,000
市民税所得割課税
額48,600円未満（母
子等）

6,700 6,700
市民税所得割課税
額48,600円未満（母
子等）

8,000 7,850

Ｃ２ 同　48,600円未満
（その他）

13,200 13,100 同　48,600円未満
（その他）

12,300 12,100 同　48,600円未満
（その他）

10,400 10,300 同　48,600円未満
（その他）

9,500 9,300
同　48,600円未満
（その他）

14,500 14,200 同　48,600円未満
（その他）

16,200 16,000 同　48,600円未満
（その他）

14,700 14,400
市民税所得割の額
48,600円未満（その
他）

17,000 16,700

Ｄ１ 同　64,700円未満 21,000 20,800 Ｄ１ 同　66,600円未満 20,300 20,000 Ｃ２ 同　64,800円未満 16,500 16,300 Ｃ２ 同　67,500円未満 15,000 14,700 ４－１同　50,900円未満 21,800 21,500 Ｄ１ 同　69,500円未満 17,600 17,300 Ｄ１ 同　64,700円未満 21,000 20,600

Ｄ２ 同  80,800円未満 22,300 22,100 Ｄ２ 同  72,800円未満 21,000 20,600 ４－２同　54,700円未満 25,500 25,200 Ｄ２ 同　81,600円未満 21,700 21,300 Ｄ２ 同　80,800円未満 25,000 24,500

Ｄ３ 同  97,000円未満 23,700 23,400 Ｄ２ 同  97,000円未満 24,000 23,600 Ｃ３ 同　97,000円未満 24,000 23,700 Ｃ３ 同　97,000円未満 25,500 25,000 Ｄ３ 同  97,000円未満 25,500 25,000 ４－３同　97,000円未満 30,000 29,600 Ｄ３ 同　97,000円未満 29,000 28,500 Ｄ３ 同　97,000円未満 30,000 29,400

Ｄ４ 同 133,000円未満 34,300 33,900 Ｃ４ 同　121,000円未満 35,600 35,100 Ｃ４ 同 125,500円未満 35,500 34,800 Ｄ４ 同 133,000円未満 33,300 32,700 ５－１同 108,400円未満 37,000 36,500 Ｄ４ 同 135,500円未満 36,200 35,500 Ｄ４ 同 120,000円未満 35,000 34,400

Ｄ５ 同 143,000円未満 40,000 39,300

Ｄ５ 同 169,000円未満 36,100 35,700 Ｄ３ 同 169,000円未満 35,600 35,000 Ｃ５ 同 169,000円未満 39,100 38,600 Ｃ５ 同 169,000円未満 43,500 42,700 Ｄ５ 同 169,000円未満 40,600 39,900 ５－２同 169,000円未満 44,500 43,900 Ｄ５ 同 169,000円未満 44,500 43,700 Ｄ６ 同 169,000円未満 44,500 43,700

Ｄ６ 同 235,000円未満 52,200 51,500 Ｃ６ 同 213,000円未満 51,700 50,900 Ｄ６ 同 213,000円未満 50,200 49,300 ６－１同 190,300円未満 53,000 52,200 Ｄ６ 同 231,900円未満 55,300 54,400 Ｄ７ 同 240,000円未満 53,000 52,000

Ｃ６ 同 251,000円未満 54,500 53,500 Ｄ７ 同 257,000円未満 56,000 55,000

Ｄ７ 同 301,000円未満 54,900 54,100 Ｄ４ 同 301,000円未満 49,700 48,900 Ｃ７ 同 301,000円未満 56,200 55,400 Ｃ７ 同 301,000円未満 60,000 58,900 Ｄ８ 同 301,000円未満 60,400 59,300 ６－２同 301,000円未満 61,000 60,100 Ｄ７ 同 301,000円未満 61,000 59,900 Ｄ８ 同 301,000円未満 57,000 56,000

Ｄ９ 同 349,000円未満 73,000 71,700 ７－１同 339,000円未満 72,000 70,900 Ｄ８ 同 368,000円未満 73,100 71,800 Ｄ９ 同 349,000円未満 64,000 62,900

Ｄ８ 同 397,000円未満 72,000 71,000 Ｄ５ 同 397,000円未満 66,000 64,900 Ｃ８ 同 397,000円未満 69,800 68,800 Ｃ８ 同 397,000円未満 71,000 69,700 Ｄ10 同 397,000円未満 80,000 78,600 ７－２同 397,000円未満 80,000 78,800 Ｄ９ 同 397,000円未満 80,000 78,600 Ｄ10 同 397,000円未満 72,000 70,700

Ｄ９ 同 397,000円以上 93,600 92,200 Ｄ６ 同 397,000円以上 66,000 64,900 Ｃ９ 同 397,000円以上 84,400 83,100 Ｃ９ 同 397,000円以上 89,000 87,400 Ｄ11 同 397,000円以上 92,000 90,400 ８ 同 397,000円以上 90,000 88,600 Ｄ10 同 397,000円以上 90,000 88,400 Ｄ11 同 397,000円以上 88,400 86,800

※市民税所得割額が７７，１０１円未満のひとり親世帯等の保育料については各市で軽減措置を実施している。 ※　西宮市では地域型保育事業の保育料を別に設定している。

宝塚市 伊丹市

平成２９年度「２号・３号認定子ども」の保育料について（阪神間各市）

階層区分 標準時間 短時間 階層区分 階層区分

尼崎市 神戸市

標準時間 短時間

宝塚市 伊丹市

階層区分
３歳児 ４歳以上児

川西市

階層区分

川西市

階層区分
３歳児 ４歳以上児

階層区分階層区分

３－２Ｄ１

三田市

階層区分

Ｂ

Ｃ１

Ｃ２

Ⅰ　２号認定子どもの保育料

階層区分 標準時間 短時間階層区分 標準時間 短時間

西宮市 芦屋市 三田市

階層区分
３歳児 ４歳以上児

Ｂ

標準時間

Ｃ１

Ｃ２３－２Ｄ１Ｃ１Ｃ１

短時間

階層区分

西宮市 

Ⅱ　３号認定子どもの保育料

尼崎市 神戸市

Ｃ１

階層区分 階層区分

平成31年10月以降　２号認定及び３号認定のうち住民税非課税世帯の利用者負担額は無償化となる。

Ｃ

Ｃ

芦屋市

Ｃ１

階層区分

Ｂ

Ｃ

資料６



現行と無償化後の保育料総額の差額について

小学校入学までの間、保育施設に預けた場合の現行と無償化後の保育料の差額について

（どのケースについても４月入所開始の場合）

（ケース1） Ｂ２階層（市民税非課税世帯）の場合

・０歳から入所した場合 ・1歳から入所した場合 ・3歳から入所した場合

現行 331,200円 現行 267,600円 現行 140,400円

無償化後 0円 無償化後 0円 無償化後 0円

差額 331,200円 差額 267,600円 差額 140,400円

入所期間 ７２か月 入所期間 ６０か月 入所期間 ３６か月

月平均 （現　行） ４，６００円 月平均 （現　行） ４，４６０円 月平均 （現　行） ３，９００円

（無償化後） ０円 （無償化後） 　０円 （無償化後） ０円

（ケース２）  ２階層（市民税所得割課税額48,600円未満世帯）の場合

・０歳から入所した場合 ・1歳から入所した場合 ・3歳から入所した場合

現行 921,600円 現行 763,200円 現行 446,400円

無償化後 475,200円 無償化後 316,800円 無償化後 0円

差額 446,400円 差額 446,400円 差額 446,400円

入所期間 ７２か月 入所期間 ６０か月 入所期間 ３６か月

月平均 （現　行） １２，８００円 月平均 （現　行） １２，７２０円 月平均 （現　行） １２，４００円

（無償化後） ６，６００円 （無償化後） ５，２８０円 （無償化後） ０円

（ケース３） Ｄ４階層（市民税所得割課税額133,000円未満世帯）の場合

・０歳から入所した場合 ・1歳から入所した場合 ・3歳から入所した場合

現行 2,372,400円 現行 1,960,800円 現行 1,137,600円

無償化後 1,234,800円 無償化後 823,200円 無償化後 0円

差額 1,137,600円 差額 1,137,600円 差額 1,137,600円

入所期間 ７２か月 入所期間 ６０か月 入所期間 ３６か月

月平均 （現　行） ３２，９５０円 月平均 （現　行） ３２，６８０円 月平均 （現　行） ３１，６００円

（無償化後） １７，１５０円 （無償化後） １３，７２０円 （無償化後） ０円

（ケース４）  ７階層（市民税所得割課税額301,000円未満世帯）の場合

・０歳から入所した場合 ・1歳から入所した場合 ・3歳から入所した場合

現行 3,488,400円 現行 2,829,600円 現行 1,512,000円

無償化後 1,976,400円 無償化後 1,317,600円 無償化後 0円

差額 1,512,000円 差額 1,512,000円 差額 1,512,000円

入所期間 ７２か月 入所期間 ６０か月 入所期間 ３６か月

月平均 （現　行） ４８，４５０円 月平均 （現　行） ４７，１６０円 月平均 （現　行） ４２，０００円

（無償化後） ２７，４５０円 （無償化後） ２１，９６０円 （無償化後） ０円

（ケース５）  ９階層（市民税所得割課税額397,000円以上世帯）の場合

・０歳から入所した場合 ・1歳から入所した場合 ・3歳から入所した場合

現行 4,881,600円 現行 3,758,400円 現行 1,512,000円

無償化後 3,369,600円 無償化後 2,246,400円 無償化後 0円

差額 1,512,000円 差額 1,512,000円 差額 1,512,000円
入所期間 ７２か月 入所期間 ６０か月 入所期間 ３６か月
月平均 （現　行） ６７，８００円 月平均 （現　行） ６２，６４０円 月平均 （現　行） ４２，０００円

（無償化後） ４６，８００円 （無償化後） ３７，４４０円 （無償化後） ０円
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 尼崎市の財政状況(平成 29年度決算)

 財源対策 

前年度と比べ収支は改善したものの、4億円の財源対策が必要となりました。

平成 29 年度当初予算では基金の繰り出しにより 27.5 億円の財源対策を行っていました

が、歳入では市税が約 9億円の増となったこと、歳出の一般財源ベースでは執行差金等に

より物件費全体で 11 億円の減となったことなどにより財源対策は 23.5 億円減少したもの

の 4億円の財源対策が必要となりました。 

 財政構造 

    経常収支比率は 99.4％と硬直化した財政構造が続いています。 

    財政構造の弾力性を示す経常収支比率は 99.4％となっており、前年度と比べると 2.1

ポイント悪化しています。これは歳入で地方交付税等の経常一般財源が減少したことや歳

出で社会保障関係経費等の増に伴い扶助費に係る経常的な一般財源が増となっとことなど

によるものです。 

    内訳は、次のとおりである。 

・人件費は、22.9％で、前年度に比べ 0.6 ポイント増 

・扶助費は、19.7％で、前年度に比べ 0.9 ポイント増 

・公債費は、23.4％で、前年度に比べ 0.3 ポイント減 

※経常収支比率 市税などの経常的な一般財源に対し、人件費などの経常的な経費に充当された一般

財源の占める比率。 

（単位：％）

H25 H26 H27 H28 H29 前年増減

経常収支比率 95.2 96.2 95.4 97.3 99.4 2.1

人件費 22.6 22.7 22.8 22.3 22.9 0.6

扶助費 18.6 18.8 18.9 18.8 19.7 0.9

公債費 23.3 23.8 22.6 23.7 23.4 △ 0.3

物件費 12.0 12.1 12.1 12.4 12.6 0.2

その他 18.7 18.8 19.0 20.1 20.8 0.7
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 負債 

    将来負担額は、近年着実に減少傾向にあるものの平成 29年度決算ベースでは 2,543 億円

と依然として高い数値が続いています。 

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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主な将来負担の推移

市債現在高 債務負担行為 土地開発公社債務保証 外郭団体等損失補償 その他

0

（単位：百万円）

H25 H26 H27 H28 H29 前年増減

市債現在高 265,185 261,413 260,511 257,780 251,635 △ 6,145

一般会計 245,231 245,933 248,669 248,943 245,621 △ 3,322

（うち臨時財政対策債） 66,206 73,923 79,287 83,341 86,401 3,060

（うち教育債） 35,596 40,649 48,361 49,988 50,508 520

特別会計 19,954 15,480 11,841 8,837 6,014 △ 2,823

その他の将来負担 12,531 10,157 8,604 3,241 2,706 △ 535

債務負担行為 4,895 4,265 3,645 3,036 2,520 △ 517

土地開発公社債務保証 4,896 4,672 4,291 48 48 1

外郭団体等損失補償 2,316 991 522 52 42 △ 10

その他 424 229 146 105 96 △ 9

合計 277,716 271,570 269,115 261,021 254,341 △ 6,680

注１　債務負担行為は、南部地域公園整備事業、ＪＲ尼崎駅北地区駐車場整備事業、特別養護老人ホーム等

整備事業、あまがさき緑遊新都心土地区画整理事業

注２　外郭団体等損失補償は、尼崎市総合文化センター(～H26)、尼崎健康医療事業財団(～H28)、阪神福祉事業団

注３　その他は、丹波少年自然の家、阪神水道企業団












